
枚方市規則第 26 号 

 

   職員の初任給、昇格、昇給等の基準等に関する規則の一部を改正する規則 

 

 職員の初任給、昇格、昇給等の基準等に関する規則（平成18年枚方市規則第31号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表第１の１の表６級の項中第３号を削り、第４号を第３号とする。 

 別表第７の１の表を次のように改める。 



 別表第８の１の表を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   附 則［令和4年3月31日公布］ 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 


